
進
等
に
関
す

る
法
律
（
平

成
二
十
二
年

法
律
第
七
十

二
号
）
の
施

行
に
関
す
る

事
務

別
表
第
二
の
八
の
表
耕
地
課
の
項
第
一
号
５
及
び
６
中
「
（
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
削
り
、「
、
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
及
び
第
九
十
六
条
の
二
第
五

項
」
を
「
及
び
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
１７
及
び
１８
中
「（
第
九
十
六
条
の
三
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
削
り
、
同
号
中
７７
か
ら
８１
ま
で
を
削
り
、
８２
を
７７
と

し
、
８３
か
ら
１０１
ま
で
を
７８
か
ら
９６
ま
で
と
す
る
。

別
表
第
二
の
九
の
表
建
築
住
宅
課
の
項
第
四
号
２
中
「
第
三
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
七
条

第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
一
号
中
３０
を
削
り
、
３１
を
３０
と
す
る
。

（
山
梨
県
土
地
改
良
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
土
地
改
良
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「（
法
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削

り
、「
、
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
又
は
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
」
を
「
又
は
第
九
十
五
条
の
二

第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
十
二
号
中
「
第
二
十
二
号
様
式
」
を

「
第
二
十
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
一
号
と
し
、
同
条
第
二
十
三
号
中
「
第
二
十

三
号
様
式
」
を
「
第
二
十
二
号
様
式
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
二
号
と
し
、
同
条
第
二
十
四

号
中
「
第
二
十
四
号
様
式
」
を
「
第
二
十
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
三
号
と
す
る
。

第
二
十
一
号
様
式
を
削
り
、
第
二
十
二
号
様
式
を
第
二
十
一
号
様
式
と
し
、
第
二
十
三
号
様
式
を

第
二
十
二
号
様
式
と
し
、
第
二
十
四
号
様
式
を
第
二
十
三
号
様
式
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
五
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
及
び
山
梨
県
土
地
改
良
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
一

○
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
及
び
山
梨
県
土
地
改
良
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
及
び
山
梨
県
土
地
改
良
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
五
の
表
大
気
水
質
保
全
課
の
項
第
一
号
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
か
ら
１３
ま

で
を
３
か
ら
１２
ま
で
と
し
、
１４
を
削
り
、
１５
を
１３
と
し
、
１６
か
ら
４１
ま
で
を
１４
か
ら
３９
ま
で
と
し
、

同
表
み
ど
り
自
然
課
の
項
第
一
号
７
及
び
１０
中
「
同
意
」
を
「
協
議
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

八
　
地
域
に
お
　
　
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
連
携
　
○

け
る
多
様
な
　
保
全
活
動
に
関
す
る
事
項
に
係
る
行
為
に
つ

主
体
の
連
携
　
い
て
の
同
意
（
同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場

に
よ
る
生
物
　
合
に
あ
つ
て
は
、
協
議
）

の
多
様
性
の

保
全
の
た
め

の
活
動
の
促

山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

十
一
月
三
十
日

号
外
第
九
十
三
号

水　曜　日



（
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日

二



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日

三

別表第一（第三条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日

四



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日

五



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日

六



（
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
規

則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
百
分
の
九
十
九
・
六
八
」
を
「
百
分
の
九
十
九
・
二
八
」
に
、
「
百
分
の
九
十

九
・
八
三
」
を
「
百
分
の
九
十
九
・
四
三
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日

七



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日

八


